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拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第１６３期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席

くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合には、お手数ながら後記参考書類をご検討く
ださいまして同封の委任状用紙に賛否をご表示、ご押印のうえ、ご返送くださ
いますようお願い申し上げます。

敬 具

記
１．日 時 平成２８年６月２８日（火曜日）午前１０時
２．場 所 静岡県磐田市岩井２２８０番地

磐田グランドホテル ２階 平安の間
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第１６３期（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件

２．第１６３期（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）
会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 監査役３名選任の件
第３号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策のための新株予

約権無償割当ての件
議案の概要は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」
（３３頁から４６頁）に記載のとおりであります。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の出席票を委任状用紙から切り離さず
に会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎本株主総会招集通知に記載しております添付書類に修正が生じた場合には、
インターネット上の当社ウェブサイト（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｅｎｒｙｕ－ｓａｗ．ｃｏｍ）に
掲載させていただきます。

株 主 各 位

平成２８年６月１０日

静岡県袋井市浅羽３７１１番地

天龍製鋸株式会社
取締役社長 西 藤 晋 吉

第１６３期定時株主総会招集ご通知

（証券コード５９４５）

煮 紗社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社
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（添付書類）

１．企業集団の現況に関する事項
敢 事業の経過及びその成果
当連結会計年度における世界経済は、米国では鉱工業部門に力強さを欠い
ているものの、雇用・所得環境の改善などにより緩やかな成長が続きました。
欧州でも個人消費を中心として堅調に推移しました。一方、中国や新興国で
は全体として低迷した情勢が続いております。
わが国経済は、雇用や所得環境・企業収益などに緩やかな改善が見られた
ものの、鉱工業部門など一部に新興国経済の減速の影響による陰りが見られ
ました。
当社グループにおいては、国内市場はほぼ横這いで推移したものの、海外
市場での販売体制の強化や円安効果などにより、当連結会計年度における売
上高は１０，３７５百万円（前年同期比３．５％増）となりました。利益面では、原価
率の上昇や為替の影響などにより、営業利益１，１１３百万円（前年同期比１６．２％
減）、経常利益１，１９６百万円（前年同期比２７．８％減）、親会社株主に帰属する当
期純利益は７７４百万円（前年同期比２３．０％減）となりました。

柑 対処すべき課題
日本経済は雇用・所得環境の改善などによる緩やかな回復が続くと期待さ
れるものの、個人消費に盛り上がりが欠けるなど不透明な状況が続くものと
考えられます。海外においても、米国では民需を中心に持ち直しつつありま
すが、欧州・中国などの経済情勢は不透明で、予断を許さない状況となって
おります。
こうした状況下、当社グループでは海外販売の強化、顧客ニーズへの機動
的な対応、高付加価値製品の開発、国内外生産体制の強化などを経営課題とし、
全社一丸となって取り組んでまいります。

桓 設備投資及び資金調達の状況
当期の設備投資の総額は、１，１４１百万円であり、その主な内容は、本社・天

龍中国・天龍タイの生産設備等及びＢＣＰの一環として取得した福岡県大牟田
市の新工場用土地・建物です。なお、設備投資の資金調達は、全額自己資金
をもって充当しております。

事 業 報 告
平成２７年４月１日から（ ）平成２８年３月３１日まで
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棺 財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況

（注）「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第２１号 平成２５年９月１３
日）等を適用し、当連結会計年度より、「当期純利益」を「親会社株主
に帰属する当期純利益」としております。

② 当社の財産及び損益の状況
第１６３期

（平成２８年３月期）
第１６２期

（平成２７年３月期）
第１６１期

（平成２６年３月期）
第１６０期

（平成２５年３月期）
期別区分

８，６７５，６０２８，６４１，００９８，０６７，３０１７，４１９，９６５売 上 高（千円）

８２１，１３５１，０６２，１０８８１０，３５４６９０，４４８営 業 利 益（千円）

１，１４８，２４６１，６１２，７１４１，４０７，１３７１，１５３，１５７経 常 利 益（千円）

８８６，９０１１，０８３，５３９１，０８５，９９４７３２，４３４当期純利益（千円）

１９０．５４２２９．６７２２７．９０１５３．７０１株当たり （円）当期純利益

２３，５６３，６０３２３，８１０，１０９２３，３４２，２６８２１，３８４，００８総 資 産（千円）

２１，４７８，６６７２１，１４９，５８４２０，５７３，４９９１９，２２５，１６４純 資 産（千円）

４，６１４．４７４，５４３．６７４，３１７．４７４，０３４．４７１株当たり （円）純 資 産

第１６３期
（平成２８年３月期）

第１６２期
（平成２７年３月期）

第１６１期
（平成２６年３月期）

第１６０期
（平成２５年３月期）

期別区分

１０，３７５，３８２１０，０２６，２２８８，９５１，９４６８，００６，７６８売 上 高（千円）

１，１１３，９１６１，３２９，２８８９１７，５１４９８７，７６５営 業 利 益（千円）

１，１９６，２８３１，６５６，４５５１，１５３，８３０１，２１９，８４３経 常 利 益（千円）

７７４，０４６１，００５，４６３７４０，８４９７０４，６２９親会社株主に帰属（千円）する当期純利益

１６６．２９２１３．１２１５５．４７１４７．８７１株当たり （円）当期純利益

２６，１９４，１９０２６，９５４，７０２２５，６５７，３８２２２，９６５，５８１総 資 産（千円）

２３，６６０，８７５２３，８４５，３６９２２，７０５，１８５２０，７６８，６９８純 資 産（千円）

５，０８３．３０５，１２２．８２４，７６４．８２４，３５８．３９１株当たり （円）純 資 産
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款 重要な子会社の状況

歓 主要な事業内容（平成２８年３月３１日現在）
① 鋸・刃物類の製造、加工及び販売
② 製材・石材・鉄鋼・農業用等の機械器具の製造、加工及び販売
③ 不動産の賃貸

汗 主要な営業所及び工場（平成２８年３月３１日現在）
① 当社
本 社 工 場：静岡県袋井市
東 京 支 店：千葉県習志野市
大 阪 支 店：大阪府東大阪市
秋 田 支 店：秋田県秋田市
北陸営業所：富山県富山市

② 子会社
天龍製鋸（中国）有限公司：中華人民共和国河北省廊坊市
ＴＥＮＲＹＵ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ．：アメリカ合衆国ケンタッキー州へブロン市
ＴＥＮＲＹＵＳＡＷ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ．，ＬＴＤ．：タイ王国ラヨーン県プワックデーン市
ＴＥＮＲＹＵＥＵＲＯＰＥＧＭＢＨ：ドイツ連邦共和国バーデン・ヴュルテンベルク州アーレン市

漢 従業員の状況（平成２８年３月３１日現在）
① 企業集団

（注）上記従業員数には、出向者及びパートタイマーは含まれておりません。

② 当社

（注）上記従業員数には、出向者及びパートタイマーは含まれておりません。

前連結会計年度末比増減（名）従業員数（名）事業部門等
△３３８９３生 産
１７７販 売
７４５管 理

△２５１，０１５合 計

主な事業内容出資比率資本金会 社 名
チップソー、ダイヤモンドソー
基板等の製造販売１００％１０億円天龍製鋸（中国）有限公司

チップソー等の販売１００％４，５００千ＵＳ＄ＴＥＮＲＹＵ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ．
チップソー等の製造加工・
販売１００％３６３，０００千ＴＨＢＴＥＮＲＹＵ ＳＡＷ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ．，ＬＴＤ．

（注）特定完全子会社に該当する子会社はありません。

平均勤続年数（年）平均年齢（歳）前期末比増減（名）従業員数（名）
１９．４４４．０２１８５
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澗 主要な借入先の状況（平成２８年３月３１日現在）
該当事項はありません。

２．会社の状況に関する事項
敢 株式に関する事項（平成２８年３月３１日現在）
① 発行可能株式総数 ２２，２９５，２６８株
② 発行済株式の総数 ４，６５４，６３３株（自己株式９１９，１８４株を除く）
③ 株主数 ９６９名
④ 上位１０名の株主の状況

（注）１．当社は、自己株式９１９，１８４株を保有しておりますが、上記の上位１０
名の株主の状況から除いております。

２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

⑤ その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

柑 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

持株比率（％）持株数（千株）株 主 名
７．８７３６６天 龍 製 鋸 社 員 持 株 会

４．８９２２７株 式 会 社 静 岡 銀 行

２．８４１３２鈴 木 寛 善

２．８４１３２長 谷 川 任 璋

２．５６１１９遠 州 鉄 道 株 式 会 社

２．０２９４高 村 博 昭

１．９４９０エ イ ア イ ユ ー 損 害 保 険 株 式 会 社

１．８９８８川 島 昭 治

１．８７８７鈴 木 良 策

１．７２８０株 式 会 社 遠 鉄 ト ラ ベ ル
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桓 会社役員に関する事項
① 取締役及び監査役（平成２８年３月３１日現在）

（注）１．取締役杉山明喜雄氏は会社法第２条第１５号に定める社外取締役で
あります。

２．監査役丹羽俊文、監査役磯部勝弘の両氏は会社法第２条第１６号に
定める社外監査役であります。

３．監査役丹羽俊文氏は税理士の資格を、監査役磯部勝弘氏は公認会
計士の資格をそれぞれ有しており、両氏とも財務及び会計に関す
る相当程度の知見を有するものであります。

４．社外監査役丹羽俊文氏は、東京証券取引所から確保が義務付けら
れている独立役員であります。

５．当期中の異動
敢 平成２７年４月１日付
担当の異動
・三浦朗氏が取締役国際部長から取締役国際営業部長に異動いた
しました。

・江原一也氏が取締役総務部長から取締役海外統括室長に異動い
たしました。

柑 平成２７年６月２６日付
役員の異動
・草地義和氏が任期満了により常務取締役を退任いたしました。

桓 平成２７年７月１日付
担当の異動
・鈴木達志氏が取締役アジア担当から取締役管理部長に異動いた
しました。

重 要 な 兼 職 の 状 況担 当地 位氏 名

天龍製鋸（中国）有限公司董事長
龍蓮工具（廊坊）有限公司董事長代表取締役社長西 藤 晋 吉

ＴＥＮＲＹＵ ＥＵＲＯＰＥＧＭＢＨ 代表生産・開発技術担当代表取締役専務長谷川清一
ＴＥＮＲＹＵ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ．プレジデント営業一部長取 締 役鈴 木 良 典
ＴＥＮＲＹＵ ＥＵＲＯＰＥＧＭＢＨ 代表国際営業部長取 締 役三 浦 朗

営業二部長取 締 役大 石 高 彰
海外統括室長取 締 役江 原 一 也
管理部長取 締 役鈴 木 達 志

杉山明喜雄公認会計士事務所所長
杉山明喜雄税理士事務所所長取 締 役杉山明喜雄

常勤監査役大 林 和 廣
丹羽俊文税理士事務所所長監 査 役丹 羽 俊 文
公認会計士磯部勝弘事務所所長
税理士磯部勝弘事務所所長監 査 役磯 部 勝 弘
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② 社外役員に関する事項
イ．重要な兼職先と当社の関係

社外取締役杉山明喜雄氏、社外監査役丹羽俊文氏及び磯部勝弘氏の
兼職先とは、特別な関係はありません。

ロ．主な活動状況
社外取締役杉山明喜雄氏は、当事業年度開催の取締役会の９２％に出

席し、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な見地からの
発言を行っております。
社外監査役丹羽俊文氏は、当事業年度開催の取締役会の９２％、監査

役会の１００％に出席し、税理士としての豊富な経験の中から、発言を
行っております。
社外監査役磯部勝弘氏は、当事業年度開催の取締役会の１００％、監査

役会の１００％に出席し、公認会計士としての財務及び会計に関する専門
的な見地からの発言を行っております。

ハ．責任限定契約の概要
社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約は、現在のところ

締結しておりません。
③ 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 ９名 ９５，４６４千円（うち社外 １名 ２，１４２千円）
監査役 ３名 ２０，５９８千円（うち社外 ２名 ６，４３２千円）

（注）上記のほか、使用人兼務取締役の使用人給与相当額４６，００３千円を支
払っております。

棺 会計監査人に関する事項
① 名 称 ときわ監査法人
② 報酬等の額
イ．当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 ２５，３６２千円
ロ．当社及び当社子会社が支払うべき金銭

その他の財産上の利益の合計額 ２５，３６２千円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監

査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分して
おらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合
計額を記載しております。

２．監査役会は、日本監査役協会「会計監査人との連携に関する実務
指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過
年度の監査計画と実績の状況などを確認し、当事業年度の監査時間
及び報酬見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につ
いて同意いたしました。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人の法令違反、または会計監査人への信頼を失わせる重大事

由が発生したと認められる場合には、監査役会の決議により会計監査人
の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
会計監査人が会社法第３４０条第１項各号のいずれかに該当すると認め

られる場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任
いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集
される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告
いたします。
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３．会社の体制及び方針
敢 業務の適正を確保するための体制

当社の「業務の適正を確保するための体制」の概要は、下記のとおりです。
① 取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確
保するための体制
取締役並びに全従業者の職務の執行が、法令及び定款に適合しかつ社

会的責任及び企業倫理を果たすために、「天龍製鋸グループの企業行動規
範」の周知徹底を通じコンプライアンス意識の向上を図る。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報に関しては、取締役会議事録、内部統

制資料、全管理職会議資料、稟議決裁書等を作成・備置し、文書取扱規
程の定めに従い適切に管理する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社を取り巻くリスクを特定したうえで、適切なリスク対応の検討と

管理体制の整備を進める。
また、内部監査室にて業務に関するリスク情報を集約し、必要に応じ

危機管理の対策を講じるとともに、全従業者への周知を図る体制の整備
を行う。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務権限、会議の付議基準を明確にするとともに、意思決定

の妥当性を高めるためのプロセスなど、会議の運用体制を整備する。
また毎月１回の、経営に関する重要な事項の審議・業務執行の状況等

の報告を行う定例の取締役会及び必要に応じた随時の取締役会を開催し、
意思決定の迅速化を図る。

⑤ 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた
めの体制
イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する
体制
海外統括室が関係会社管理規程に基づき関係会社を管理し、経営等

に関する資料並びに重要な情報の収集・整理を行う。
ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

子会社のリスクを特定したうえで、適切なリスク対応の検討と管理
体制の整備を進める。

ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する
ための体制
関係会社管理規程に基づき、担当部署の業務執行管理及び内部監査

室の業務監査などを通じ、業務効率化の助言・指導を行う。
ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確保するための体制
子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合

しかつ社会的責任及び企業倫理を果たすために、「天龍製鋸グループの
企業行動規範」の周知徹底を通じコンプライアンス意識の向上を図る。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ
る当該使用人に関する事項、使用人の取締役からの独立性に関する事項
及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
内部監査室に専任者を配置し、必要に応じ監査役会の職務を補助する。
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また、当該使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定には、監査
役会の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性及び指示の実
効性の確保を図る。

⑦ 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役等及び使用人
等からの監査役への報告又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に
報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、その他監
査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役等及び使用
人等又はこれらの者から報告を受けた者は、当社グループの業務又は
業績に影響を与える重要な事項、法令違反その他のコンプライアンス
上の問題について、常時監査役に報告を行う。

ロ．監査役は、取締役会に出席するほか、全管理職会議その他の重要な
会議に出席し、職務執行状況などの重要な事項の報告を受けるととも
に、重要な決議書類等の閲覧、財産状況等の調査を行うことができる
体制とする。また、これらの会議及び会計監査人との意見交換などに
おいて、監査結果とそれらの指導事項並びにその改善状況などの開示
を行い、監査役監査の実効性の確保を図る。

⑧ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い
を受けないことを確保するための体制
監査役へ報告を行った当社及び子会社の役職員に対し、当該報告をし

たことを理由として不利益な取り扱いを行わないものとする。
⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他
の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事
項
監査役がその職務の執行について生じる費用等の請求をした場合､当

該請求が監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き､当該
請求を処理する｡

⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体と

は一切関係を持たず、外部専門機関との連携を強化しつつ反社会的勢力
及び団体からの要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、
個人とはいかなる取引も行わないとする方針を堅持する。

柑 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
内部統制システムの運用状況については、基本方針に基づき体制の構築

と運用が確実に行われるよう努めるとともに、内部監査室による運用状況
のモニタリングを実施し、不備・指摘事項などについては取締役及び監査
役に報告の上、改善への取り組みを諮っております。
また、財務報告に係る内部統制の整備・運用体制も活用し、全社的な状

況把握と業務の適正化に努めております。

４．株式会社の支配に関する基本方針
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

敢 基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を 配する者は、当社の財務

及び事業の内 や当社の企業 の を に理 し、当社の企業
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ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを
可能とする者である必要があると考えています。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的

には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。
また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては
株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありませ
ん。
しかし、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主

共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実
上強要するおそれがあるもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に
資さないものも少なくありません。
特に、当社株式の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理

解するのは勿論のこと、当社の企業価値の源泉を理解した上で、これらを
中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいて
は株主共同の利益は毀損されることになります。また、外部者である買収
者からの大量買付の提案を受けた際に、株主の皆様が最善の選択を行うた
めには、当社の企業価値を構成する有形無形の要素を適切に把握するとと
もに、買収者の属性、大量買付の目的、買収者の当社の事業や経営につい
ての意向、既存株主との利益相反を回避する方法、従業員その他のステー
クホルダーに対する対応方針等の買収者の情報も把握した上で、買付が当
社の企業価値や株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があり、かか
る情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企
業価値・株主共同の利益が毀損される可能性があります。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買

付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適
切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗
措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保す
る必要があると考えます。

柑 基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要
当社は企業価値の最大化を実現するため、海外への販売を強化するため

の取り組みを行っております。中国及びアメリカに加えヨーロッパ、タイ、
インド等へ事業展開を行っております。
世界中のお客様より信頼され期待される品質の維持・向上を目指してお

り、高性能鋸製造機械や表面処理用新型設備の導入などを行っております。
今後も最新の鋸製造設備の導入や生産システムの構築に投資してまいりま
す。
当社は、これらの取組みを基礎とし、鋸・刃物のパイオニアとして先進

技術の開発を進めると同時に、海外生産拠点として従来の中国に加え、タ
イに新工場を建設し、顧客ニーズに対応する生産能力、国際競争力の強化
を目指してまいります。新興国市場に向けたエリア別・用途別・価格別・
寸法別等に体系化された戦略的製品の開発を行い、営業力の強化に取り組
んでまいります。
また、グル―プ会社間の連携による効率的な生産体制の構築、物流効率

化による配送コスト削減、原材料の最適化などコスト低減と更なる経費節
減に取り組み、安定した収益確保を目指してまいります。
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当社はこれらに加えて、Ｍ＆Ａや業務・資本提携も視野に入れつつ、さら
に企業価値を向上させる諸施策を実施してまいります。
さらに、当社は、継続的な企業価値の向上を実現していくためにコーポ

レート・ガバナンスを経営上の最重要事項の一つとして認識しており、強
固なコーポレート・ガバナンスの構築により企業の効率性・透明性を充実
させ、株主をはじめとするステークホルダーに対する公正な経営を目指し、
独立性のある社外取締役を選任して透明性のある経営を実現するとともに、
独立性のある社外監査役２名を含む監査役会が取締役の業務執行を監視し、
経営監視機能を高めております。

桓 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決
定が支配されることを防止するための取組み（本プラン）の内容の概要
① 本プランの目的

本プランは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不
適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを
防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量買付を抑止する
とともに、大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替
案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量買付に応じるべきか
否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様の
ために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。

② 本プランの概要
本プランは、当社株券等の２０％以上を買収しようとする者が現れた際

に、買収者に事前の情報提供を求めるなど、上記の目的を実現するため
に必要な手続を定めております。買収者は、本プランに係る手続に従い、
当社取締役会において本プランを発動しない旨が決定された場合に、当
該決定時以降に限り当社株券等の大量買付を行うことができるものとさ
れています。
当社は、本プランにおける対抗措置の発動の判断について、取締役の

恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立した当社社外取締役等の
みから構成される独立委員会の客観的な判断を経るものとしております。
買収者は、買付等の開始又は実行に先立ち、買付等の内容の検討に必

要な所定の情報を提供するものとされ、また、独立委員会は、当社取締
役会に対しても、買収者の買付等の内容に対する意見や代替案等の情報
を提供するよう要求することができます。
独立委員会は、買収者が本プランに 定する手続を しなかった場

合、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白
な侵害をもたらすおそれのある買収である場合などで、かつ新株 権
の無 当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取
締役会に対して、対抗措置として、買収者等による権利行 は原 とし
て認められないとの行 及び当社が買収者等以外の者から当社株式
と えに新株 権を取 できる旨の取 項が付された新株 権
を、その時点の当社を く全ての株主に対して新株 権無 当ての
方法により り当てるべきことを します。当社取締役会は、独立委
員会の を最大限 重して、新株 権の無 当ての実施又は不実
施等に する決 を行います。また、当社取締役会は、これに加えて、
本プラン所定の場合には、株主 会を し、新株 権の無 当て



－12－

の実施等に関する株主の意思を確認することがあります。
本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当

社による取得に伴って買収者以外の株主の皆様に当社株式が交付された
場合には、買収者の有する当社の議決権割合は、最大５０％まで希釈化さ
れる可能性があります。
本プランの有効期間は、原則として、平成２５年６月２７日開催の当社第

１６０期事業年度に係る定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。

棺 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
当社の国際的な競争力を強化するための取組み及びコーポレートガバナ

ンスの強化等の各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ
持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさ
に当社の基本方針に沿うものです。
また、本プランは、当社株券等に対する買付等が行われた際に、当社の

企業価値・株主共同の利益を確保することを目的として導入されるもので
あり、当社の基本方針に沿うものです。特に、本プランについては、「企業
価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」
の定める三原則の要件を完全に充足していること、当社第１６０期事業年度に
係る定時株主総会において株主の皆様の承認を得ていること、一定の場合
に本プランの発動の是非について株主意思確認総会において株主意思を確
認することとしていること、及び株主総会決議によりいつでも本プランを
廃止できるとされていること等株主意思を重視するものであること、独立
性を有する社外取締役等のみによって構成される独立委員会が設置され、
本プランの発動に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされ
ていること、独立委員会は当社の費用で第三者専門家等の助言を受けるこ
とができるとされていること等により、その公正性・客観性が担保されて
おり、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会
社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

（注）当社は、平成２５年６月１１日開催の当社取締役会及び同年６月２７日開催
の当社第１６０期事業年度に係る定時株主総会の決議に基づき更新した
当社株式の大量取得行為に関する対応策（本プラン）の有効期間が本
総会終結の時までとされていることから、平成２８年５月１２日開催の当
社取締役会において、本総会における承認を条件として本プランを更
新することを決議し、第３号議案として当該更新に係る議案を本総会
に上程いたします。更新後のプランの内容については、第１６３期定時株
主総会招集ご通知３４頁以下をご参照ください。

（注）本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨て、
比率その他については、表示単位未満の端数を四捨五入しております。

煮 紗社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成２８年３月３１日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部

金 額科 目

１２，９１０，１４１流 動 資 産

４，６９７，０９２現 金 及 び 預 金

２，４７５，９５７受取手形及び売掛金

１，９０６，３３９有 価 証 券

２，００７，８７３商 品 及 び 製 品

４８７，３１２仕 掛 品

９１７，２６８原材料及び貯蔵品

２１２，３５５繰 延 税 金 資 産

２１０，８９８そ の 他

△４，９５６貸 倒 引 当 金

１３，２８４，０４９固 定 資 産

６，９９１，４３８有形固定資産

１，４５５，６７９建 物 及 び 構 築 物

２，５４８，８５０機械装置及び運搬具

２，４８３，４５７土 地

３９７，６７０建 設 仮 勘 定

１０５，７８０そ の 他

９０，０８１無形固定資産

６，２０２，５２９投資その他の資産

５，７２０，５０２投 資 有 価 証 券

６０，２３２出 資 金

６５，２２７長 期 前 払 費 用

３７４，８１８そ の 他

△１８，２５０貸 倒 引 当 金

２６，１９４，１９０資 産 合 計

負 債 の 部

金 額科 目

１，２６６，５３４流 動 負 債

５３３，５２４支払手形及び買掛金

８３，８００未 払 法 人 税 等

１５７，０２２賞 与 引 当 金

４９２，１８７そ の 他

１，２６６，７８０固 定 負 債

９２３，３２８繰 延 税 金 負 債

２９９，４９４退職給付に係る負債

２０，７３０長 期 未 払 金

２３，２２７そ の 他

２，５３３，３１５負 債 合 計

純 資 産 の 部

２１，１８９，６６７株 主 資 本

５８１，３３５資 本 金

５５２，７４７資 本 剰 余 金

２１，９５５，０７２利 益 剰 余 金

△１，８９９，４８７自 己 株 式

２，４７１，２０７その他の包括利益累計額

１，３５７，６６１その他有価証券評価差額金

△３，０００繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

１，１６７，７２１為替換算調整勘定

△５１，１７３退職給付に係る調整累計額

２３，６６０，８７５純 資 産 合 計

２６，１９４，１９０負 債 純 資 産 合 計
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金 額科 目
１０，３７５，３８２売 上 高
６，７６５，４２１売 上 原 価
３，６０９，９６０売 上 総 利 益
２，４９６，０４４販売費及び一般管理費
１，１１３，９１６営 業 利 益

営 業 外 収 益
３８，７３５受 取 利 息
９０，９５７受 取 配 当 金

１４４，５１１１４，８１９そ の 他
営 業 外 費 用

１，９５２支 払 利 息
５９，９０４為 替 差 損

６２，１４４２８７そ の 他
１，１９６，２８３経 常 利 益

特 別 利 益
１，１７０１，１７０固 定 資 産 売 却 益

特 別 損 失
２４，６９９２４，６９９固 定 資 産 除 却 損

１，１７２，７５４税金等調整前当期純利益
３８６，７０７法人税、住民税及び事業税

３９８，７０７１２，０００法 人 税 等 調 整 額
７７４，０４６当 期 純 利 益
７７４，０４６親会社株主に帰属する当期純利益

連 結 損 益 計 算 書

）平成２７年４月１日から
平成２８年３月３１日まで（

（単位：千円）
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連結株主資本等変動計算書
（平成２７年４月１日から 平成２８年３月３１日まで）

株 主 資 本

株主資本合計自己株式利益剰余金資本剰余金資本金

２０，７４１，６９８△１，８９９，２４１２１，５０６，８５８５５２，７４７５８１，３３５当期首残高

当期変動額

△３２５，８３１△３２５，８３１剰余金の配当

７７４，０４６７７４，０４６親会社株主に帰属する
当期純利益

△２４５△２４５自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

４４７，９６９△２４５４４８，２１４――当期変動額合計

２１，１８９，６６７△１，８９９，４８７２１，９５５，０７２５５２，７４７５８１，３３５当期末残高

（単位：千円）

純資産合計
その他の包括利益累計額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

退職給付に係る
調 整 累 計 額

為替換算
調整勘定繰延ヘッジ損益その他有価証券

評 価 差 額 金
２３，８４５，３６９３，１０３，６７１５８，９１０１，４５５，１２３２３４１，５８９，４０２当期首残高

当期変動額

△３２５，８３１剰余金の配当

７７４，０４６親会社株主に帰属する
当期純利益

△２４５自己株式の取得

△６３２，４６３△６３２，４６３△１１０，０８４△２８７，４０２△３，２３５△２３１，７４１株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△１８４，４９４△６３２，４６３△１１０，０８４△２８７，４０２△３，２３５△２３１，７４１当期変動額合計

２３，６６０，８７５２，４７１，２０７△５１，１７３１，１６７，７２１△３，０００１，３５７，６６１当期末残高

（単位：千円）
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連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
敢 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数……………４社
連結子会社の名称…………天龍製鋸（中国）有限公司

ＴＥＮＲＹＵ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ．
ＴＥＮＲＹＵＳＡＷ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ．，ＬＴＤ．
ＴＥＮＲＹＵＥＵＲＯＰＥＧＭＢＨ

柑 非連結子会社の名称等
非連結子会社の名称………龍蓮工具（廊坊）有限公司

ＴＥＮＲＹＵＳＡＷＩＮＤＩＡＰＲＩＶＡＴＥＬＩＭＩＴＥＤ
ＴＥＮＲＹＵＳＡＷ ＤＥ ＭＥＸＩＣＯ，Ｓ．Ａ．ＤＥＣ．Ｖ．

連結の範囲から除いた理由……非連結子会社３社はいずれも小規模であり、
合計の総資産、売上高、当期純損益（持分
に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合
う額）等は、いずれも連結計算書類に重要
な影響を及ぼしていないため連結の範囲か
ら除いております。

２．持分法の適用に関する事項
持分法適用会社はありません。
持分法を適用していない非連結子会社（龍蓮工具（廊坊）有限公司、

ＴＥＮＲＹＵＳＡＷＩＮＤＩＡＰＲＩＶＡＴＥＬＩＭＩＴＥＤ、ＴＥＮＲＹＵＳＡＷ ＤＥ
ＭＥＸＩＣＯ，Ｓ．Ａ．ＤＥＣ．Ｖ．）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益
剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結
計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がない
ため持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、いずれも１２月３１日であり、連結計算書類の作

成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生
じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項
敢 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの…………連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの…………移動平均法による原価法
② デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ……………時価法
③ たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっ

ております。
製品・原材料・仕掛品…主に総平均法
商 品…………主に移動平均法
貯 蔵 品…………主に最終仕入原価法
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柑 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産……………当社は定率法によっております。
（リース資産を除く） 但し、平成１０年４月以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）については、定額法に
よっております。
連結子会社は主として定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ８～４７年
機械装置及び運搬具 ４～１０年

② 無形固定資産……………定額法によっております。
（リース資産を除く） ソフトウェア（自社利用分）については、

社内における利用可能期間（５年）に基づ
く定額法によっております。

③ リース資産………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に
係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼ
ロとして算定する定額法によっております。

桓 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
しております。

② 賞与引当金………………従業員に対して支給する賞与の支払いに充
てるため、賞与支給見込額のうち、当連結会
計年度に負担すべき金額を計上しております。

③ 役員賞与引当金…………役員に対して支給する賞与の支払いに充て
るため、年間支給見込額を計上しております。
なお、当連結会計年度末に負担すべき金額
がないため、計上しておりません。

棺 その他連結計算書類作成のための重要な事項
① 退職給付に係る会計……退職給付に係る負債は、従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計年度末における
見込額に基づき、退職給付債務から年金資
産の額を控除した額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見
込額を当連結会計年度までの期間に帰属さ
せる方法については、給付算定式基準に
よっております。
数理計算上の差異については、従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）
による定率法により発生の翌連結会計年度
より費用処理しております。
未認識数理計算上の差異については、税効
果を調整の上、純資産の部におけるその他
の包括利益累計額の退職給付に係る調整累
計額に計上しております。

② ヘッジ会計の処理………繰延ヘッジ処理によっております。
③ 消費税等の会計処理……消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方

式によっております。
会計方針の変更
会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第２１号 平成２５年９月１３日）、
「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第２２号 平成２５年９月１３
日）、及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成２５年
９月１３日）等を当連結会計年度から適用し、当期純利益等の表示の変更及び
少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

処理の方法
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表示方法の変更に関する注記
連結損益計算書
前連結会計年度において区分掲記しておりました「リース解約損」（当連結

会計年度７６千円）については、金額が僅少となったため、当連結会計年度よ
り「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。

連結貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 ８，５５４，３４１千円
２．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書に関する注記
１．通常の売買目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額

売上原価 １０，９３１千円
２．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 ５，５７３，８１７株
２．当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

３．当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
平成２８年６月２８日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に
関する事項を次のとおり提案しております。
① 配当金の総額 ２５６，００４千円
② １株当たり配当額 ５５．００円
③ 基準日 平成２８年３月３１日
④ 効力発生日 平成２８年６月２９日
なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

効力発生日基 準 日
１株当たり
配 当 額
（円）

配当金
の総額
（千円）

株式の種類決 議

平成２７年６月２９日平成２７年３月３１日７０．００３２５，８３１普通株式平成２７年６月２６日
定時株主総会
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融商品で運用して
おります。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用してお
り、投機的な取引は行わない方針です。受取手形及び売掛金に係る顧客の
信用リスクは、営業業務管理規程に沿った与信管理を通じ、リスクの低減
を図っております。有価証券及び投資有価証券は主に国債・社債・株式で
あり、時価・信用格付等の把握を通じ、リスクの低減を図っております。デ
リバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対
するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引です。外貨建て取引の為替
相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、ヘッジ対
象の識別は個別契約ごとに行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項

平成２８年３月３１日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差
額については、次表のとおりであります。なお、時価を把握することが極
めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）を参
照ください。）。

（※）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
敢 現金及び預金、並びに柑受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額によっております。

桓 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は市

場価格等によっております。
棺 支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと

から、当該帳簿価額によっております。
（注２）非上場株式（連結貸借対照表計上額７６３，２８４千円）は、市場価格がな

く、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「桓有価証券及び投
資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 ５，０８３円３０銭
２．１株当たり当期純利益 １６６円２９銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

その他の注記
該当事項はありません。

（単位：千円）

差 額時 価連結貸借対照表
計上額

―
―

―
―

４，６９７，０９２
２，４７５，９５７

６，８６３，５５７
（５３３，５２４）

４，６９７，０９２
２，４７５，９５７

６，８６３，５５７
（５３３，５２４）

敢 現金及び預金
柑 受取手形及び売掛金
桓 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券

棺 支払手形及び買掛金
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貸 借 対 照 表
（平成２８年３月３１日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部

金 額科 目
９，６７２，６９７流 動 資 産
３，２０２，１７６現 金 及 び 預 金

８２３，６１６受 取 手 形
１，７５０，８７１売 掛 金
１，９０６，３３９有 価 証 券

３８５，０２４商 品
７１２，１２１製 品
２８０，１４５原 材 料
２１５，６０２仕 掛 品
５２，８８２貯 蔵 品
１５，９２２前 払 費 用
９８，６８７繰 延 税 金 資 産

２０９，７７２未 収 入 金
２１，９８１そ の 他
△２，４４７貸 倒 引 当 金

１３，８９０，９０６固 定 資 産
４，７６７，９８５有形固定資産

６９０，５７０建 物
１８９，９２５構 築 物

１，１８３，０５８機 械 及 び 装 置
１，６４０車 両 運 搬 具
７，８１８工具、器具及び備品

２，３６３，１２８土 地
３３１，８４４建 設 仮 勘 定
８８，６２９無形固定資産
１３，２５３ソ フ ト ウ エ ア
７３，４７７ソフトウエア仮勘定
１，８９９電 話 加 入 権

９，０３４，２９０投資その他の資産
５，５２８，４４４投 資 有 価 証 券
１，７２７，４１１関 係 会 社 株 式

６３０出 資 金
１，２００，０１２関 係 会 社 出 資 金

３９，９１２従業員に対する長期貸付金
１０，４９０長 期 前 払 費 用

２６５，４８６保 険 積 立 金
３７，０７９会 員 権
１，８９６差 入 保 証 金

２６６，８６７そ の 他
△４３，９４２貸 倒 引 当 金

２３，５６３，６０３資 産 合 計

負 債 の 部
金 額科 目

８７７，０６３流 動 負 債
１１６，４６８支 払 手 形
３４７，８４７買 掛 金
１３，５３５リ ー ス 債 務
１８，７４５未 払 金
１４５，５０７未 払 費 用
４９，５１１未 払 法 人 税 等
３，５３５前 受 金
９，９２５預 り 金

１５７，０２２賞 与 引 当 金
１４，９６２そ の 他

１，２０７，８７２固 定 負 債
２０，９４６リ ー ス 債 務
９３７，５２５繰 延 税 金 負 債
２２６，３８９退 職 給 付 引 当 金
２０，７３０長 期 未 払 金
２，２８１長 期 預 り 保 証 金

２，０８４，９３６負 債 合 計
純 資 産 の 部

２０，１２１，００６株 主 資 本
５８１，３３５資 本 金
５５２，７４７資 本 剰 余 金
５５２，７４７資 本 準 備 金

２０，８８６，４１１利 益 剰 余 金
１４８，８６３利 益 準 備 金

２０，７３７，５４７その他利益剰余金
５００，０００配 当 積 立 金
３５０，０００退職給与積立金

１，０００，０００建設準備積立金
１，０００，０００研究開発積立金

５００，０００公害防止準備金
１００，０００記念事業準備金

１，５００，０００海外市場開拓準備金
８２６，８６３土地圧縮積立金
１０２，３３１建物圧縮積立金

８０５償却資産圧縮積立金
２，０００，０００別 途 積 立 金
１２，８５７，５４６繰越利益剰余金
△１，８９９，４８７自 己 株 式
１，３５７，６６１評価・換算差額等
１，３５７，６６１その他有価証券評価差額金
２１，４７８，６６７純 資 産 合 計
２３，５６３，６０３負 債 純 資 産 合 計
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金 額科 目
８，６７５，６０２売 上 高
６，２４３，３６９売 上 原 価
２，４３２，２３２売 上 総 利 益
１，６１１，０９７販売費及び一般管理費

８２１，１３５営 業 利 益
営 業 外 収 益

１，２３１受 取 利 息
１１，４２７有 価 証 券 利 息

３４８，２９６受 取 配 当 金
３，２１１不 動 産 賃 貸 料

３７０，４７３６，３０６そ の 他
営 業 外 費 用

１，９５２支 払 利 息
４１，１８２為 替 差 損

４３，３６１２２６そ の 他
１，１４８，２４６経 常 利 益

特 別 損 失
１，１７８１，１７８固 定 資 産 除 却 損

１，１４７，０６８税 引 前 当 期 純 利 益
２３０，２２４法人税、住民税及び事業税

２６０，１６７２９，９４３法 人 税 等 調 整 額
８８６，９０１当 期 純 利 益

損 益 計 算 書

）平成２７年４月１日から
平成２８年３月３１日まで（

（単位：千円）
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株主資本等変動計算書
（平成２７年４月１日から 平成２８年３月３１日まで）

株 主 資 本

利 益 剰 余 金資本剰余金
資本金 利益剰余金

合 計
そ の 他
利益剰余金利益準備金資本準備金

２０，３２５，３４１２０，１７６，４７７１４８，８６３５５２，７４７５８１，３３５当期首残高

当期変動額

△３２５，８３１△３２５，８３１剰余金の配当

８８６，９０１８８６，９０１当期純利益

―自己株式の取得
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

５６１，０６９５６１，０６９―――当期変動額合計

２０，８８６，４１１２０，７３７，５４７１４８，８６３５５２，７４７５８１，３３５当期末残高

（単位：千円）

純資産合計
評価・換算差額等株 主 資 本

その他有価証券
評 価 差 額 金株主資本合計自己株式

２１，１４９，５８４１，５８９，４０２１９，５６０，１８１△１，８９９，２４１当期首残高

当期変動額

△３２５，８３１△３２５，８３１剰余金の配当

８８６，９０１８８６，９０１当期純利益

△２４５△２４５△２４５自己株式の取得

△２３１，７４１△２３１，７４１株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

３２９，０８３△２３１，７４１５６０，８２４△２４５当期変動額合計

２１，４７８，６６７１，３５７，６６１２０，１２１，００６△１，８９９，４８７当期末残高

（単位：千円）
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（注）その他利益剰余金の内訳

海 外 市 場
開拓準備金

記念事業
準 備 金

公害防止
準 備 金

研究開発
積 立 金

建設準備
積 立 金

退職給与
積 立 金配当積立金

１，５００，０００１００，０００５００，０００１，０００，０００１，０００，０００３５０，０００５００，０００当期首残高

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益

土地圧縮積立金の取崩

建物圧縮積立金の取崩

償却資産圧縮積立金の取崩
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

―――――――当期変動額合計

１，５００，０００１００，０００５００，０００１，０００，０００１，０００，０００３５０，０００５００，０００当期末残高

（単位：千円）

合 計繰 越 利 益
剰 余 金別途積立金償 却 資 産

圧縮積立金
建 物 圧 縮
積 立 金

土 地 圧 縮
積 立 金

２０，１７６，４７７１２，３１１，６０９２，０００，０００９８３１０５，９２０８０７，９６３当期首残高

当期変動額

△３２５，８３１△３２５，８３１剰余金の配当

８８６，９０１８８６，９０１当期純利益

―△１８，８９９１８，８９９土地圧縮積立金の取崩

―３，５８９△３，５８９建物圧縮積立金の取崩

―１７７△１７７償却資産圧縮積立金の取崩

―株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

５６１，０６９５４５，９３６―△１７７△３，５８９１８，８９９当期変動額合計

２０，７３７，５４７１２，８５７，５４６２，０００，０００８０５１０２，３３１８２６，８６３当期末残高

（単位：千円）



－24－

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法
敢 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式…………………移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの…………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの…………移動平均法による原価法
柑 たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によって
おります。
製品・原材料・仕掛品……総平均法
商 品……………移動平均法
貯 蔵 品……………最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方法
敢 有形固定資産………………定率法によっております。

（リース資産を除く） 但し、平成１０年４月以降に取得した建物（建
物附属設備を除く）については、定額法に
よっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであり
ます。
建物 ８～４７年
機械及び装置 １０年

柑 無形固定資産………………ソフトウェア（自社利用分）については、
（リース資産を除く） 社内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。
桓 リース資産…………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼ
ロとして算定する定額法によっております。

３．引当金の計上基準
敢 貸倒引当金…………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
しております。

柑 賞与引当金…………………従業員に対して支給する賞与の支払いに充
てるため、賞与支給見込額のうち、当事業
年度に負担すべき金額を計上しております。

桓 役員賞与引当金……………役員に対して支給する賞与の支払いに充て
るため、年間支給見込額を計上しておりま
す。
なお、当事業年度末に負担すべき金額がな
いため、計上しておりません。
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棺 退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年
度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当事業年度末において発
生していると認められる額を計上しており
ます。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見
込額を当事業年度までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によって
おります。
数理計算上の差異については、従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）
による定率法により発生の翌事業年度より
費用処理しております。
未認識数理計算上の差異の貸借対照表にお
ける取扱いが連結貸借対照表と異なります。

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理………消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方

式によっております。

表示方法の変更に関する注記
損益計算書
前事業年度において区分掲記しておりました「リース解約損」（当事業年度

７６千円）については、金額が僅少となったため、当事業年度より「営業外費
用」の「その他」に含めて表示しております。

貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 ４，７９９，８３０千円
２．関係会社に対する短期金銭債権 ９９０，８８３千円
３．関係会社に対する長期金銭債権 ２５６，９１２千円
４．関係会社に対する短期金銭債務 １４５，５０７千円
５．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書に関する注記
１．関係会社との取引高

売上高 １，９５２，３４４千円
仕入高 ２，６４５，７８１千円
営業取引以外の取引高 ２５７，３３９千円

２．通常の売買目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額
売上原価 １３，３６１千円

３．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の数
普通株式 ９１９，１８４株
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税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳

（流動資産）
繰延税金資産

賞与引当金 ４７，４２０千円
未払事業税 ４，１７２千円
たな卸資産評価損 ３６，２８５千円
その他 １０，８０７千円

繰延税金資産合計 ９８，６８７千円
（固定負債）
繰延税金資産

退職給付引当金 ６７，９２２千円
投資有価証券評価損 ３８，８８０千円
関係会社株式評価損 １９，６２０千円
ゴルフ会員権評価損 ２１，５２２千円
その他 ２９，８３７千円

繰延税金資産小計 １７７，７８２千円
評価性引当額 △８４，６６７千円

繰延税金資産合計 ９３，１１４千円
繰延税金負債

建物圧縮積立金 ４３，８９６千円
土地圧縮積立金 ３５４，３７０千円
その他有価証券評価差額金 ５７２，０２６千円
その他 ６０，３４６千円

繰延税金負債合計 １，０３０，６４０千円
繰延税金負債の純額 ９３７，５２５千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差
異があるときの、当該差額の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 ３２．３％
（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 ０．２％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △８．２％
外国税額控除 △０．７％
税率変更による影響額 △１．３％
その他 ０．４％

税効果適用後の法人税等の負担率 ２２．７％

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する
法律」が平成２８年３月２９日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰
延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成２８年４月１日以降解消
されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の３２．３％から、
回収又は支払が見込まれる期間が平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日
までのものは３０．２％、平成３０年４月１日以降のものについては３０．０％にそ
れぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額が４，５７４千円、繰延税金負債の金額（繰延

税金資産の金額を控除した金額）が５０，０１６千円、当事業年度に計上された
法人税等調整額が１４，９３３千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金
の金額が３０，５０８千円増加しております。
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関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針
１．製品・商品の価格については、市場価格及び総原価を勘案し、決定し

ております。
２．ロイヤルティについては、契約に基づいて決定しております。
３．配当金については、当期純利益を基準とし内部留保とのバランスを考

慮して決定しております。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 ４，６１４円４７銭
２．１株当たり当期純利益 １９０円５４銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

その他の注記
該当事項はありません。

関連当事者との関係議決権の所有
（被所有）割合会社等の名称種 類

役員の兼任所有 直接１００％天龍製鋸（中国）有限公司

子会社
役員の兼任所有 直接１００％ＴＥＮＲＹＵ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ．
役員の兼任所有 直接１００％ＴＥＮＲＹＵＳＡＷ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ．，ＬＴＤ．
役員の兼任所有 直接１００％ＴＥＮＲＹＵＥＵＲＯＰＥＧＭＢＨ

（単位：千円）

期末残高科 目取引金額取 引 内 容会 社 等 の 名 称

９４，０００売掛金
１５８，７６０製品・商品の販売

天龍製鋸（中国）有限公司

９，６６１未収入金
１０，２５４売掛金３９，８１９ロイヤルティ等
２００，０００未収入金２００，０００配当金の受取
１１５，０８９買掛金

２，１９４，９３９商品の購入
２６８未払費用

１３８，２３６売掛金９９８，０４２製品・商品の販売
ＴＥＮＲＹＵ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ．

――５７，３３９配当金の受取
２４３，３９７売掛金

１７６，８８７製品・商品の販売
ＴＥＮＲＹＵＳＡＷ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ．，ＬＴＤ．

２５６，９１２投資その他
２７，２５６買掛金４２５，６１２商品の購入

――８５，３４０増資の引受額
１９７，９６６売掛金３９５，２９８製品・商品の販売ＴＥＮＲＹＵＥＵＲＯＰＥＧＭＢＨ
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当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、天龍製鋸株式会社
の平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの連結会計年度の連結計算
書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が
国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選
択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に
応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示
に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、天龍製鋸株式会社及び連結子会社か
らなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
以 上

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

天龍製鋸株式会社
取 締 役 会 御 中

平成２８年５月２７日

と き わ 監 査 法 人
代表社員 公認会計士業務執行社員

代表社員 公認会計士業務執行社員

岩 田 礼 司 魁

鈴 木 啓 市 魁
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当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、天龍製鋸株
式会社の平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの第１６３期事業年度の
計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類
及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立

場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るた
めに、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について

監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の
判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚
偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計
算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し

たと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及
びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。
以 上

計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

天龍製鋸株式会社
取 締 役 会 御 中

平成２８年５月２７日

と き わ 監 査 法 人
代表社員 公認会計士業務執行社員

代表社員 公認会計士業務執行社員

岩 田 礼 司 魁

鈴 木 啓 市 魁
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当監査役会は、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの第１６３期事
業年度に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表）に関して、各監査役が作成した監査報
告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告
書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、連

結計算書類について取締役及び使用人等から報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適
正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に
関する品質管理基準」（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整
備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方
法に基づき、当該事業年度に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討
いたしました。

２．監査の結果
会計監査人ときわ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

平成２８年６月１日

天龍製鋸株式会社 監査役会

常勤監査役 大 林 和 廣 魁

社外監査役 丹 羽 俊 文 魁

社外監査役 磯 部 勝 弘 魁

連結計算書類に係る監査役会の監査報告書 謄本

連結計算書類に係る監査報告書
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当監査役会は、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの第１６３期事
業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に
基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作
成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
敢 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査
の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

柑 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の
方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等
と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、
重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会
社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社からの事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を
確保するために必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項及
び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に
報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第１１８条第３号イの基
本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における
審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施して
いるかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制｣（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す
る品質管理基準｣（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整
備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告書及びその附属明
細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
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２．監査の結果
敢 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状
況を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に
違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認
めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容
及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支
配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は
認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第１１８
条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社
の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の
地位の維持を目的とするものではないと認めます。

柑 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人ときわ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

平成２８年６月１日

天龍製鋸株式会社 監査役会

常勤監査役 大 林 和 廣 魁

社外監査役 丹 羽 俊 文 魁

社外監査役 磯 部 勝 弘 魁

以 上
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議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

１．議決権の代理行使の勧誘者

２．議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当期の配当金につきましては、「連結配当性向３０％以上とすることを利益

配分の基本方針といたしますが、その時々の投資計画・資金調達・自己株
式取得予定等を総合的に勘案し、配当額を決定いたします。」との配当方針
に基づき、諸要素を総合的に勘案した結果、以下のとおりとさせていただ
きたいと存じます。

敢 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金５５円 総額２５６，００４，８１５円

柑 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成２８年６月２９日

第２号議案 監査役３名選任の件
本総会の終結の時をもって監査役全員（３名）は任期満了となりますので、

監査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．社外監査役候補者に関する特記事項
敢 丹羽俊文・磯部勝弘の両氏は、社外監査役候補者であります。
柑 丹羽俊文氏は税理士としての見識高く、経営全般に対する適切な
助言を行うことにより当社の監査体制が強化されると判断したため、
選任をお願いするものであります。なお監査役としての在任年数は
２３年であります。

天龍製鋸株式会社
取締役社長 西 藤 晋 吉

所有する当
社株式の数略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況氏 名

（生年月日）

１０，０００株
当社入社
当社北陸営業所長
当社常勤監査役（現任）

昭和５０年４月
平成７年４月
平成２２年６月

大 林 和 廣
（昭和２７年５月１１日）

７，０００株
税理士登録
当社監査役（現任）
丹羽俊文税理士事務所開設

昭和６０年２月
平成５年６月
平成１１年１月

丹 羽 俊 文
（昭和３０年１２月２５日）

１，０００株
公認会計士磯部勝弘事務所開設
税理士磯部勝弘事務所開設
当社監査役（現任）

昭和５５年３月
昭和５８年８月
平成１６年６月

磯 部 勝 弘
（昭和２９年３月２４日）
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桓 磯部勝弘氏は公認会計士として豊富な業務経験をもち、その経歴
で培われた知識で経営全般に対する有意義な助言を行うことにより
当社の業務体制が強化されると判断したため、選任をお願いするも
のであります。なお監査役としての在任年数は１２年であります。

棺 社外監査役丹羽俊文・磯部勝弘の両氏とは、責任限定契約を結ん
でおりません。

第３号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策のための新株予約権無
償割当ての件

当社は、平成２５年６月２７日開催の当社第１６０期事業年度に係る定時株主総
会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策（以下「旧プラン」
といいます。）について、株主の皆様のご承認をいただきましたが、旧プラ
ンの有効期間は、本総会の終結の時までとされています。
そのため当社は、旧プランの有効期間満了に先立ち、平成２８年５月１２日

開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配す
る者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第１１８条第３号本文に規定
されるものをいい、以下「基本方針」といいます。）に照らして不適切な者
によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた
めの取組み（会社法施行規則第１１８条第３号ロ）として、旧プランを更新す
ること（以下「本更新」といい、更新にかかるプランを「本プラン」とい
います。）といたしました。
つきましては、当社定款第１２条に基づき、本プランに利用するため、下

記２．「提案の内容」の要領で新株予約権無償割当てに関する事項の決定を
行うことを当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするもの
であります。

１．提案の理由

敢 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務

及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値
ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上してい
くことを可能とする者である必要があると考えています。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的

には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。
また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては
株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありませ
ん。
しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値

や株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却
を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の
大量買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を
提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の
提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を
必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないもの
も少なくありません。
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特に、当社が高度な技術力及びブランド力を維持し企業価値を確保・向
上させるためには、①熟練工をはじめとした個々の従業員の経験・ノウハ
ウに基づく高度な技術力、②充実した安全管理・品質管理体制に基づく製
品及び製造工程のクオリティの確保、③高度な技術力や仕入先・販売先を
はじめとした取引先との信頼関係に基づくブランド力、並びに④役員・従
業員が一体となった地元密着の経営体制を維持し、よりいっそう生かして
いくことが必要不可欠です。当社株式の大量買付を行う者が、当社の財務
及び事業の内容を理解するのは勿論のこと、こうした当社の企業価値の源
泉を理解した上で、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなけ
れば、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになりま
す。また、外部者である買収者からの大量買付の提案を受けた際に、株主
の皆様が最善の選択を行うためには、当社の企業価値を構成する有形無形
の要素を適切に把握するとともに、買収者の属性、大量買付の目的、買収
者の当社の事業や経営についての意向、既存株主との利益相反を回避する
方法、従業員その他のステークホルダーに対する対応方針等の買収者の情
報も把握した上で、買付が当社の企業価値や株主共同の利益に及ぼす影響
を判断する必要があり、かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強
行される場合には、当社の企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性
があります。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買

付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適
切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗
措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保す
る必要があると考えます。

柑 本プランの目的
本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上さ

せることを目的として、上記敢に記載した基本方針に沿うものです。
当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同

の利益に資さない当社株券等の大量買付を行う者は、当社の財務及び事業
の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。本プラ
ンは、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支
配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量買
付を抑止するとともに、大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の
皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量買付に応じ
るべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の
皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。

２．提案の内容

敢 本プランの概要
本プランは、当社株券等（注１）の２０％以上を買収しようとする者が現

れた際に、買収者に事前の情報提供を求める等、上記１．柑「本プランの目
的」記載の目的を実現するために必要な手続を定めております。
買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会において本プラン

を しない が決定された場合に、当 決定時以 に限り当社株券等の
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大量買付を行うことができるものとされております。
買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量

買付が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある場
合等で、本プラン所定の発動要件を満たす場合には、当社は、買収者によ
る権利行使は原則として認められないとの行使条件及び当社が買収者以外
の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付さ
れた新株予約権を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権
無償割当ての方法により割り当てます。本プランに従って新株予約権の無
償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買収者以外の株
主の皆様に当社株式が交付された場合には、買収者の有する当社の議決権
割合は、最大５０％まで希釈化される可能性があります。
当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は

取得等の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会
規則（その概要については（注２）のとおりです。）に従い、当社社外取締
役等のみから構成される独立委員会（本更新時に予定されている独立委員
会の委員は、別紙１「独立委員会委員略歴」のとおりです。）の客観的な判
断を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本
プラン所定の場合には、株主総会を招集し、新株予約権の無償割当ての実
施に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。
こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報開示を行

い、その透明性を確保することとしております。

柑 本プランの発動に係る手続
祇 対象となる買付等

本プランは、以下の①又は②に該当する当社株券等の買付その他の取
得又はこれらに類似する行為（これらの提案を含みます。）（当社取締役
会が本プランを適用しない旨別途決定したものを除くものとし、以下「買
付等」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。
① 当社が発行者である株券等（注３）について、保有者（注４）の株
券等保有割合（注５）が２０％以上となる買付その他の取得

② 当社が発行者である株券等（注６）について、公開買付け（注７）
を行う者の株券等所有割合（注８）及びその特別関係者（注９）の株
券等所有割合の合計が２０％以上となる公開買付け
買付等を行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）は、予め本

プランに定められる手続に従うものとし、本プランに従い当社取締役会
が本新株予約権（下記議①に定義されます。）の無償割当ての不実施に関
する決議を行うまでの間、買付等を実行してはならないものとします。

義 意向表明書の提出
買付者等は、買付等の開始又は実行に先立ち、別途当社の定める書式

により、本プランの手続を遵守する旨の誓約文言等を含む書面（買付者
等の代表者による署名又は記名捺印のなされたもの）及び当該署名又は
捺印を行った代表者の資格証明書（以下これらをあわせて「意向表明書」
といいます。）を当社に対して提出していただきます。意向表明書には、
買付者等の氏名又は名称、住所又は本店、事務所等の所在地、設立準拠
法、代表者の氏名、日本国内における連絡先及び企図されている買付等
の概要等を明示していただきます。なお、意向表明書及び下記蟻に定め
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る買付説明書における使用言語は日本語に限ります。
蟻 買付者等に対する情報提供の要求

当社は、意向表明書を受領した日から１０営業日以内に、買付説明書（以
下に定義されます。）の様式（買付者等が当社に提供すべき情報のリスト
を含みます。）を買付者等に対して交付いたします。買付者等は、当社が
交付した書式に従い、下記の各号に定める情報（以下「本必要情報」と
いいます。）等を記載した書面（以下「買付説明書」といいます。）を当
社取締役会に対して提出して頂きます。
当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委

員会に送付します。独立委員会は、当該買付説明書の記載内容が本必要
情報として不十分であると判断した場合には、買付者等に対し、適宜回
答期限を定めた上、追加的に情報を提供するよう求めることがあります。
この場合、買付者等においては、当該期限までに、かかる情報を追加的
に提供して頂きます。

記
① 買付者等及びそのグループ（共同保有者（注１０）、特別関係者及び買
付者等を被支配法人等（注１１）とする者の特別関係者）の詳細（名称、
資本関係、財務内容、経営成績、過去の法令違反等の有無及び内容、
当該買付者等による買付等と同種の過去の取引の詳細等を含みます。）
（注１２）

② 買付等の目的、方法及び具体的内容（対価の価額・種類、時期、関
連する取引の仕組み、方法の適法性、実現可能性等を含みます。）

③ 買付等の価額及びその算定根拠
④ 買付者等による当社の株券等の過去の取得に関する情報
⑤ 買付等の資金の裏付け（買付等の資金の提供者（実質的提供者を含
みます。）の具体的名称、調達方法及び関連する取引の内容を含みま
す。）

⑥ 買付等の後における当社グループの経営方針、事業計画、資本政策
及び配当政策

⑦ 当社の株主（買付者等を除く。）、従業員、顧客、取引先、地域社会
等の当社に係る利害関係者に対する対応方針

⑧ 当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策
⑨ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報

誼 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討
① 当社取締役会に対する情報提供の要求

独立委員会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会が追加的に
提出を求めた情報（もしあれば）が提出された場合、当社取締役会に
対しても、当社取締役会による情報収集や企業評価等の検討等に必要
な時間を考慮して適宜回答期限（原則として６０日を上限とします。）を
定めた上、買付者等の買付等の内容に対する意見（留保する旨の意見
を含むものとします。以下同じとします。）及びその根拠資料、代替案
（もしあれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報を提供する
よう要求することができます。

② 独立委員会による検討等
独立委員会は、買付者等及び（当社取締役会に対して上記①記載の

とおり情報の提供を要求した場合には）当社取締役会からの情報等（追
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加的に提供を要求したものも含みます。）を受領してから適切な期間
（原則として６０日を上限とします。）が経過するまでの間、買付等の内
容の検討、買付者等と当社取締役会の経営計画・事業計画等に関する
情報収集・比較検討、当社取締役会の提供する代替案の検討等を行い
ます（以下かかる独立委員会による情報収集及び検討に要する期間を
「独立委員会検討期間」といいます。）。また、独立委員会は、当社の
企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上という観点から当該買
付等の内容を改善させるために必要であれば、直接又は間接に、当該
買付者等と協議・交渉等を行うものとします。
独立委員会の判断が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資す

るようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、
独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁
護士、税理士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を
得ることができるものとします。
買付者等は、独立委員会が、直接又は間接に、検討資料その他の情

報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなけれ
ばならないものとします。

議 独立委員会の勧告
独立委員会は、上記の手続を踏まえて、以下のとおり当社取締役会に

対する勧告等を行うものとします。
① 本プランの発動を勧告する場合

独立委員会は、買付等について、下記桓「本新株予約権の無償割当
ての要件」において定められる発動事由（以下「発動事由」と総称し
ます。）に該当すると判断した場合、引き続き買付者等より情報提供や
買付者等との間で協議・交渉等を行う必要がある等の特段の事情があ
る場合を除き、当社取締役会に対して、新株予約権（その主な内容は
下記棺「本新株予約権の無償割当ての概要」に定めるとおりとし、以
下かかる新株予約権を「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを
実施することを勧告します。なお、独立委員会は、買付等について下
記桓「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める発動事由のうち発
動事由その２（以下「発動事由その２」といいます。）の該当可能性が
問題となっている場合には、予め当該実施に関して株主意思の確認を
得るべき旨の留保を付すことができるものとします。
上記にもかかわらず、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当

ての実施の勧告をした後も、以下のいずれかの事由に該当すると判断
した場合には、本新株予約権の無償割当てに係る権利落ち日の前々営
業日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、又は本新株
予約権の無償割当ての効力発生日以降本新株予約権の行使期間の開始
日の前日までにおいては本新株予約権を無償にて取得すべき旨の新た
な勧告を行うことができるものとします。
梢ⅰ 当該勧告後に買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存
しなくなった場合

梢ⅱ 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じる等の理
由により発動事由が存しなくなった場合

② 本プランの不発動を勧告する場合
独立委員会は、買付等について発動事由に該当しないと判断した場
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合、独立委員会検討期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、
本新株予約権の無償割当てを実施すべきでない旨の勧告を行います。
上記にもかかわらず、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当

ての不実施を勧告した後も、当該勧告の判断の前提となった事実関係
等に変動が生じ、発動事由が存することとなった場合には、本新株予
約権の無償割当てを実施すべき旨の新たな勧告を行うことができるも
のとします。

③ 独立委員会検討期間の延長を行う場合
独立委員会が、当初の独立委員会検討期間中に、本新株予約権の無

償割当ての実施又は不実施の勧告を行うに至らない場合には、独立委
員会は、買付者等の買付等の内容の検討・代替案の検討・買付者等と
の協議・交渉等に必要とされる合理的な範囲内（但し、原則として３０
日間を上限とするものとします。）で、独立委員会検討期間を延長する
ことができるものとします。独立委員会検討期間が延長された場合、
独立委員会は、引き続き、情報収集、検討、協議・交渉等を行うもの
とし、延長期間内に本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧
告を行うよう最大限努めるものとします。

掬 取締役会の決議
当社取締役会は、独立委員会により上記勧告がなされた場合、当該勧

告を最大限尊重して、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等に
関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。但し、下記の
菊に基づき株主総会を開催する場合には、当社取締役会は、当該株主総
会の決議に従うものとします。

菊 株主意思確認総会の開催
当社取締役会は、本プランに従った本新株予約権の無償割当てを実施

するに際して、梢ⅰ上記議①に従い、独立委員会が本新株予約権の無償割
当ての実施に際して、予め株主総会の承認を得るべき旨の留保を付した
場合、又は梢ⅱある買付等について発動事由その２の該当可能性が問題と
なっており、かつ、取締役会が、株主総会の開催に要する時間等を勘案
した上で、善管注意義務に照らし、株主意思を確認することが適切と判
断する場合には、株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）を
招集し、本新株予約権の無償割当ての実施等に関する株主の皆様の意思
を確認することができるものとします。

鞠 情報開示
当社は、本プランの運用に際しては、適用ある法令又は金融商品取引

所の規程・規則等に従い、本プランの各手続の進捗状況（意向表明書・
買付説明書が提出された事実、買付者等により十分な情報提供がなされ
たか否かに関する事実、独立委員会検討期間が開始した事実並びに独立
委員会検討期間の延長が行われた事実、その期間及び理由を含みます。）、
独立委員会による勧告等の概要、当社取締役会の決議の概要、株主意思
確認総会の決議の概要、その他独立委員会又は当社取締役会が適切と考
える事項について、適時に情報開示を行います。
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桓 本新株予約権の無償割当ての要件
本プランを発動して本新株予約権の無償割当てを実施するための要件は、

下記のとおりです。なお、上記柑「本プランの発動に係る手続」議のとお
り、下記の要件の該当性については、必ず独立委員会の勧告を経て決定さ
れることになります。

記
発動事由その１
本プランに定められた手続に従わない買付等であり（買付等の内容を判

断するために合理的に必要とされる時間や情報の提供がなされない場合を
含みます。）、かつ本新株予約権の無償割当てを実施することが相当である
場合
発動事由その２
以下の各号に定める要件のいずれかに該当し、かつ本新株予約権の無償

割当てを実施することが相当である場合
祇 下記に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益
に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合
契 株券等を買い占め、その株券等について当社関係者等に対して高値
で買取りを要求する行為

形 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得
する等当社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような
行為

径 当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原
資として流用する行為

恵 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない
高額資産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさ
せるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売
り抜ける行為

義 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、
二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買
付け等の株式買付を行うことをいいます。）等、株主に株式の売却を事実
上強要するおそれのある買付等である場合

蟻 買付等の条件（対価の価額・種類、時期、方法の適法性、実現可能性、
買付等の後の経営方針又は事業計画及び買付等の後における当社の他の
株主、従業員、顧客、取引先、地域社会その他の当社に係る利害関係者
に対する対応方針等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は
不適当な買付等である場合

誼 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、顧客、取
引先、地域社会等との関係や当社の技術力・ブランド力を損なうこと等
により、当社の企業価値又は株主共同の利益に反する重大なおそれをも
たらす買付等である場合

棺 本新株予約権の無償割当ての概要
本プランに基づき実施する予定の本新株予約権の無償割当ての概要は、以

下のとおりです。
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祇 本新株予約権の数
本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議又は株主総会決議

（以下「本新株予約権無償割当て決議」といいます。）において別途定め
る一定の日（以下「割当期日」といいます。）における当社の最終の発行
済株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除し
ます。）と同数とします。

義 割当対象株主
割当期日における当社の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、

その有する当社株式１株につき本新株予約権１個の割合で、本新株予約
権を割り当てます。

蟻 本新株予約権の無償割当ての効力発生日
本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。

誼 本新株予約権の目的である株式の数
本新株予約権１個の目的である当社株式の数（以下「対象株式数」と

いいます。）は、原則として１株とします。
議 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約
権の行使に際して出資される財産の当社株式１株当たりの価額は、１円
とします。

掬 本新株予約権の行使期間
本新株予約権無償割当て決議において別途定める日を初日（以下かか

る行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、原則として、
１ヶ月間から６ヶ月間までの範囲で本新株予約権無償割当て決議におい
て別途定める期間とします。

菊 本新株予約権の行使条件
（Ｉ）特定大量保有者（注１３）、（Ⅱ）特定大量保有者の共同保有者、（Ⅲ）特

定大量買付者（注１４）、（Ⅳ）特定大量買付者の特別関係者、若しくは（Ⅴ）
上記（Ｉ）ないし（Ⅳ）に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承
認を得ることなく譲り受け若しくは承継した者、又は、（Ⅵ）上記（Ｉ）ない
し（Ⅴ）に該当する者の関連者（注１５）（以下（Ｉ）ないし（Ⅵ）に該当する者
を「非適格者」と総称します。）は、一定の例外事由（注１６）が存する場
合を除き、本新株予約権を行使することができません。
また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が

必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使することがで
きません（但し、非居住者の保有する本新株予約権も、下記（ｉ）項②の
とおり、適用法令に従うことを条件として当社による当社株式を対価と
する取得の対象となります。）。さらに、本新株予約権の行使条件を充足
していること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を
含む当社所定の書式による誓約書を提出しない者も、本新株予約権を行
使することができません。

鞠 本新株予約権の譲渡
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要

します。
吉 当社による本新株予約権の取得

当社は、行使期間開始日の 日までの間いつでも、当社が本新株予
約権を取得することが適 であると当社取締役会が認める場合には、
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当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権
を無償で取得することができるものとします。

② 当社は、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、非適格者
以外の者が有する本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の
前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約
権１個につき対象株式数に相当する数の当社株式を交付することがで
きます。
また、当社は、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有

する者のうち非適格者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場
合には、上記の取得がなされた日より後の当社取締役会が定める日の
到来日をもって、当該者の有する本新株予約権のうち当該当社取締役
会が定める日の前日までに未行使のものを全て取得し、これと引換え
に、本新株予約権１個につき対象株式数に相当する数の当社株式を交
付することができるものとし、その後も同様とします。

吃 合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約
権の交付
本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

喫 新株予約権証券の発行
本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。

桔 その他
上記に定めるほか、本新株予約権の内容の詳細は、本新株予約権無償

割当て決議において別途定めるものとします。

款 本プランの有効期間、廃止、修正及び変更
本プランの有効期間は、本総会終結後３年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
但し、有効期間の満了前であっても、①当社株主総会において本プラン

に係る本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定についての取締役会
への上記委任を撤回する旨の決議が行われた場合、又は②当社取締役会に
おいて本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその
時点で廃止されるものとします。
また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに

関する法令、金融商品取引所の規程・規則等の新設又は改廃が行われ、か
かる新設又は改廃を反映することが適切である場合、誤字脱字等の理由に
より字句の修正を行うことが適切である場合、当社株主に不利益を与えな
い場合等本定時株主総会の決議の趣旨に反しない場合には、独立委員会の
承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。
当社は、本プランが廃止、修正又は変更された場合には、当該廃止、修

正又は変更の事実及び（修正・変更の場合には）修正・変更の内容その他
の事項について、情報開示を速やかに行います。

歓 法令の改正等による修正
本プランで引用する法令の規定は、平成２８年５月１２日現在施行されてい

る規定を前提としているものであり、同日以後、法令の新設又は改廃により、
上記各項に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場
合には、当該新設又は改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ない
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し用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとし
ます。

汗 その他の事項
本プランの細目については、当社取締役会において定めることができる

ものとします。

（注１）当社は、平成２１年１月５日に株券電子化が実施されたことに伴い株
券不発行会社となっておりますが、本プランにおいては、金融商品
取引法の規定に準拠した記載をすることが明確性・客観性に資する
という観点から、適宜、同法の規定に準拠して「株券等」の用語を
使用しております。

（注２）独立委員会規則の概要は以下のとおりです。
・独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。
・独立委員会の委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣か

ら独立している、（ｉ）当社社外取締役、（ｉｉ）当社社外監査役、又は（ｉｉｉ）
社外の有識者の中から、これを選任することができるものとする。
但し、有識者は、実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務
に精通する者、弁護士、公認会計士若しくは会社法等を主たる研究
対象とする研究者又はこれらに準ずる者でなければならず、また、
別途当社取締役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社
との間で締結した者でなければならない。

・独立委員会委員の任期は、本総会終結後３年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
但し、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限り
でない。また、当社社外取締役又は当社社外監査役であった独立委
員会委員が、取締役又は監査役でなくなった場合（但し、再任され
た場合を除く。）には、独立委員会委員としての任期も同時に終了す
るものとする。

・独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定その他所
定の事項を行う。
① 本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施
② 本新株予約権の無償割当ての中止又は本新株予約権の無償取得
③ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が

独立委員会に諮問した事項
・独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員のうち３分の２

以上が出席（テレビ会議又は電話会議による出席を含む。以下同じ
とする。）し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行う。但し、
やむを得ない事由があるときは、独立委員会委員の過半数が出席し、
その議決権の過半数をもってこれを行うことができる。

（注３）金融商品取引法第２７条の２３第１項に定義されます。本議案において
別段の定めがない限り同じとします。

（注４）金融商品取引法第２７条の２３第３項に基づき保有者に含まれる者を含
みます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。
本議案において同じとします。

（注５）金融商品取引法第２７条の２３第４項に定義されます。本議案において
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同じとします。
（注６）金融商品取引法第２７条の２第１項に定義されます。
（注７）金融商品取引法第２７条の２第６項に定義されます。本議案において

同じとします。
（注８）金融商品取引法第２７条の２第８項に定義されます。本議案において

同じとします。
（注９）金融商品取引法第２７条の２第７項に定義されます（当社取締役会が

これに該当すると認めた者を含みます。）。但し、同項第１号に掲げ
る者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示
に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。本議案にお
いて同じとします。

（注１０）金融商品取引法第２７条の２３第５項に規定される共同保有者をいい、
同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます（当社取
締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。本議案において
同じとします。

（注１１）金融商品取引法施行令第９条第５項に定義されます。
（注１２）買付者等がファンドの場合は、各組合員その他の構成員について①

に準じた情報を含むことがあります。
（注１３）原則として、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に

係る株券等保有割合が２０％以上である者（当社取締役会がこれに該
当すると認めた者を含みます。）をいいます。但し、その者が当社の
株券等を取得・保有することが当社の企業価値又は株主共同の利益
に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当
て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、特定大量保
有者に該当しないものとします。本議案において同じとします。

（注１４）原則として、公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融
商品取引法第２７条の２第１項に定義されます。以下本注において同
じとします。）の買付け等（同法第２７条の２第１項に定義されます。
以下本注において同じとします。）を行う旨の公告を行った者で、当
該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして金
融商品取引法施行令第７条第１項に定める場合を含みます。）に係る
株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と
合計して２０％以上となる者（当社取締役会がこれらに該当すると認
めた者を含みます。）をいいます。但し、その者が当社の株券等を取
得・保有することが当社の企業価値又は株主共同の利益に反しない
と当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議にお
いて当社取締役会が別途定める所定の者は、特定大量買付者に該当
しないものとします。本議案において同じとします。

（注１５）ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配
されもしくはその者と共同の支配下にある者（当社取締役会がこれ
に該当すると認めた者を含みます。）、又はその者と協調して行動す
る者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお、「支配」とは、
他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会
社法施行規則第３条第３項に定義されます。）をいいます。

（注１６） 的には、 買付者等が本新株予約権無償割当て決議後に買付等
を もしくは 又は 後買付等を実施しないことを 約すると
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ともに、買付者等その他の 者が当社が認める 券会社に
をして当社株 を した場合で、 つ、 買付者等の株券等保有
割合（但し、株券等保有割合の計 にあたっては、買付者等 その
共同保有者以外の 者についても当該買付者等の共同保有者と
みなして 定を行うものとし、また、 者の保有する本新株予
約権のう 行 条 が されていないものは除外して 定するも
のとします。）として当社取締役会が認めた割合（以下「 者株
券等保有割合」といいます。）が 当該買付等の における 者
株券等保有割合又は ２０％のいずれ い方を下 っている場合は、
当該 を行った買付者等その他の 者は、当該 がなされ
た株 の に 当する株 の を 的とする本新株予約権につき、
当該下 る割合の 内で行 することができることな が 外事
として定められることが予定されています。なお、 る

者による本新株予約権の行 の条 及び 等の については、
別途当社取締役会が定めるものとします。
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別紙１
独立委員会委員略歴

本更新時の独立委員会の委員は、以下の３名を予定しております。

※杉山明喜雄氏は、会社法第２条第１５号に規定される当社社外取締役です。
同氏と当社との間に取引関係及び特別の利害関係はありません。

※丹羽俊文氏は、会社法第２条第１６号に規定される当社社外監査役です。
同氏と当社との間に取引関係及び特別の利害関係はありません。

※磯部勝弘氏は、会社法第２条第１６号に規定される当社社外監査役です。
同氏と当社との間に取引関係及び特別の利害関係はありません。

以 上

略 歴氏 名

昭和３２年１０月２５日生
昭和５８年９月 監査法人太田哲三事務所（現・新日本監査法人）入所
平成３年１２月 太田昭和監査法人（現・新日本監査法人）退所
平成４年１月 杉山明喜雄公認会計士事務所開設
平成１０年４月 静岡産業大学情報経営学部 非常勤講師就任
平成１６年３月 同 退任
平成１４年４月 静岡大学人文学部 非常勤講師就任
平成１８年３月 同 退任
平成１９年６月 当社取締役に就任（現任）

杉山 明喜雄

略 歴氏 名

昭和３０年１２月２５日生
昭和６０年２月 税理士登録
平成５年６月 当社監査役に就任（現任）
平成１１年１月 丹羽俊文税理士事務所開設

丹羽 俊文

略 歴氏 名

昭和２９年３月２４日生
昭和５５年３月 公認会計士磯部勝弘事務所開設
昭和５８年８月 税理士磯部勝弘事務所開設
平成１６年６月 当社監査役に就任（現任）

磯部 勝弘



〈メ モ 欄〉



【送迎バスのご案内】

当日、磐田駅南口から会場まで送迎バスを
運行いたしますのでご利用下さい。
バスの発車時刻は、午前９時１５分です。


